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研究成果の概要（和文）：　本研究は、これまで社会的な困難を抱えている人々に対して行われてきた教育「支援」に
焦点を当て、「支援」を行うことで生まれてしまう「排除性」に着目した国際比較史研究である。具体的には、19世紀
から20世紀における、日本、イギリス、ドイツ、オーストリア、ハンガリーにおいて行われた「児童保護と母親教育」
「特別なニーズを必要とする子どものための就学支援」「職業教育支援」を取り上げ、教育「支援」の実態を比較検討
し、歴史的文脈から立ち現われる教育「支援」の課題と可能性について明らかにした。
　その成果は報告書にまとめ広島大学レポジトリに掲載した。

研究成果の概要（英文）： This research is the historical research of international comparison on education
al "supports". We focus on "exclusive" which was born by supporting. Specifically, from the 19th century t
o the 20th century, in Japan, Britain, Germany,Austria and Hungary, we inquired and discussed on child pro
tection and mother education, attendance supports for special needs, and vocatinonal eduvcation.And we sho
w the subjecta and possibility of educational "supports" from historical context.
 The result was summarized in the final report and up on Hiroshima University Repository.  
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９、Ｚ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
（１）現代的課題からみた教育「支援」史

研究の重要性 

第二次世界大戦以降、各国で国民国家体

制から福祉国家体制への移行が進められて

きた。福祉国家体制下での教育は、社会安

定のための手段として位置付けられ、社会

的に困難を抱えた弱者を社会に包摂するた

めに、教育の役割が再認識されている。社

会的弱者が学校教育や再教育・訓練を受け

るための「支援」（ここでは教育「支援」と

呼ぶ）は、非常に現代的な課題であると同

時に、昔から各国で展開されてきた歴史的

課題でもある。 

（２）従来の教育「支援」史研究との違い 
 社会的弱者に対する教育「支援」に関す

る制度政策史や個別的な社会教育・社会事

業史のケース・スタディは膨大である。社

会福祉史研究者、池田敬正が「社会福祉を

人権史の一環として位置づけ、救貧制度や

社会事業などの個別の歴史分析にとどめな

いで、総体としての社会福祉史の叙述が求

められる」と主張したように、ここ 30 年

余りの社会福祉史研究では、社会福祉を特

定階層の問題としてではなく、国民全体の

人権の問題としてとらえる研究が主流にな

っている。 

 一方、教育の側でも、社会的弱者に対す

る教育は、福祉領域と教育領域の接点とし

て研究されてきた。この「教育福祉」の代

表的な研究者の一人である小川利夫とその

後継者は、抑圧された人々を教育権・学習

権の保障を通じて解放するという視点で研

究を行ってきた。制度からこぼれおちてい

る人々の権利を保障するために、彼らを制

度内に組み込もうとすることは、大事なこ

とかもしれない。しかしながらそれを強調

しすぎることには問題がある。 

 第一に、制度化されない分野が担ってき

た活動の重要性を見失う可能性がある。イ

ギリス史研究者、金澤周作が主張するよう

に、民間の慈善活動を乗り越えられるべき

ものとして捉えてしまうと、チャリティの

真の姿は見えてこないし、「福祉の複合体」

論を展開する高田実が指摘するように、民

間による活動を抜きに全体像を捉えること

はできない。以上のことから本研究では、

国家、民間団体や篤志家を含めた多様な支

援者の複合体として教育「支援」を捉える

立場をとる。 

権利保障やその制度化という点を強調す

ることから生じる二つ目の問題は、制度化

された保障が必ずしも社会的弱者が望む

「支援」になっているわけではないという

点である。教育社会学者、仁平典宏が指摘

しているように、日本の現状では、社会的

包摂を意図する社会的弱者に対する教育が

「救済の手段」ではなく、「救済の条件」と

して彼らに強制される状況も生まれている。 

歴史的、あるいは国際的にみても、弱者救

済の手段として教育が強制される状況は、

珍しいことではない。たとえばイギリスで

は、15 世紀から孤児や極貧の子どもたちを

強制的に徒弟修業につかせていた。「強制

的」に行われたからといって、単純に被支

援者が支援者に対して批判的な意見を持っ

ていたとはいえないし、相互に対する調整

もなく問答無用に展開されたとも一概には

言えない。本研究では、支援者または被支

援者、あるいはその家族の声を拾い上げる

と同時に、両者をつないでいた媒介者（ソ

ーシャルワーカーや教師）の役割の解明に

力を注ぐ。 

（3）新しい論点の提示 

 本研究が問題するのは、教育「支援」に

よって何が保障されたのかではない。被支

援者は、教育へのアクセスを「支援」され

る前に、その「支援」を受けるに値するか

どうか選別される点に注目する。 

 「支援」は社会的弱者を対象にしたもの



ではあるが、全ての人に対して無条件に行

われたわけではない。本共同研究は、福祉

と教育の接点に関心を持つ若手研究者が集

まりであり、これまで二年半かけて 10 回

の研究会を重ねてきた。その中で明らかに

なったのは、その時々の状況に基づいて「教

育を受けるに値する者」かどうかの選別が

様々な方法、基準で行われていたことであ

る。例えば、18 世紀ロンドンに設立された

民間の慈善施設「ファウンドリング・ホス

ピタル」は、母子保護を行う際、母親の性

格を判断基準に選別を行った。また両大戦

下のドイツの戦争障害者は、社会復帰のた

めの職業訓練を受けるために、障害認定と

訓練プログラム参加認定という二段階の選

別過程を経なければならなかった。 

 国であれ民間組織であれ、個人であれ、

支援者がはじめから差別や排除を意図して

いるわけではないかもしれない。しかしこ

れまでの我々の研究成果から浮かび上がっ

てきたのは、「支援」には、選別を通した排

除の機能が不可分に結びついている点であ

る。 

 
２．研究の目的 
本共同研究の目的は、教育へのアクセス

に対する支援、すなわち教育「支援」に付

随してみえるこの「排除性」が、実際には

どのように展開されていたのかについて歴

史的に探ることである。具体的には支援者、

被支援者、彼らをつなぐ媒介者（ソーシャ

ルワーカーや教師）が選別による排除をど

のように捉えていたのか、どのようにして

選別が行われたのかなど、選別過程や当事

者に迫られた選択について比較分析するこ

とになる。 

国際比較をするための共通課題は以下に

示す三つである。（共通課題のうち、①と②

は全体で取り組んで研究代表者がまとめる。

③は個別の研究で明らかにする。） 

 

① 国家のみならず民間や篤志家を含む教

育「支援」の担い手に関する全体像を描く。 

② 多様な支援者がいたとしても、国家の

役割を軽視することはできない。教育「支

援」の全体像の中に国家による教育「支援」

を位置づける。 

③ 各個別研究で対象とする教育「支援」

における選別過程を明らかにし、選別され

ることで生まれる「排除性」を支援者や非

支援者、媒介者がどのように捉え、選別が

行われたのかを一次史料に基づいて実証的

に明らかにする。 
 
３．研究の方法 
研究代表者と 6 名の研究分担者、4 名の連

携研究者で共同研究を行う。 

（１）全メンバーは①児童保護と教育「支

援」（4 名）、②特別なニーズに対する就学

「支援」（3 名）、③職業教育の「支援」（4

名）の三つの視点から各自で研究を進める。 

（２）研究代表者と研究分担者は共通課題

①と②（教育「支援」の全体像と国家の位

置づけ）に関する文献を収集し、成果をま

とめ、研究報告会で報告する。 

（３）研究報告会（1、3 年目は 3 回、2 年

目は 2 回）を開き、個別研究と共通課題に

関する研究成果を報告し、議論を行う。研

究報告会には、コメンテーターとして国内

の研究者を招聘する。 

（４）研究代表者と研究分担者、連携研究

者は成果をウェッブ上で公開し、報告書を

作成する。 

 
４．研究成果 
 

毎年 3回の研究会にはメンバー外からも

多数の研究者の方々に参加いただき、活発

な議論を重ねてきた。その成果は全体総括

の岩下論文に示されている。 

先に述べた共通課題に加えて、国家によ



る「支援」体制の違いもまた、「比較史」研

究である以上、必ず検討すべきことだと意

識していたが、しかしそれ以外にも研究を

進めていくうちにいくつかの共通の課題が

浮かび上がってきた。「支援」をひとたび行

うことで、そこから排除される人々が生み

出される。すなわち「排除の再定義」が行

われる。この点に関わって我々が共通課題

としたのは、科学的な知識・学問領域およ

びテクノロジーが「支援」に及ぼした影響

と「戦争」が「支援」自体や被支援者に対

するまなざしに与えた影響である。本研究

のメンバーが研究対象とするのは近代以降

のことであり、「支援に値するかどうか」の

判断が医療専門職や心理学者などによって

「科学的」証明を必要とする状況があった

ことが明らかとなった。イデオロギーや宗

教に加えて「科学」が「支援の再定義」に

与えた関係を問うことは非常に重要だと考

える。また、「国民」の育成や、戦争障害者

の取り扱い、金銭的状況など「戦争」抜き

に捉える事の出来ない問題が教育「支援」

にも大きく影響を与えていた。本研究の年

度当初からの共通課題の一つは、当該支援

と国家との関係性、あるいは国内の多様な

教育支援体制における当該支援の位置づけ

について整理することであったが、さらに

その枠組みに「戦争」という時代性を加え

るとどのような姿が描けるか、すべてのメ

ンバーではないが、戦時期を対象としたい

くつかの研究でこの点も議論された。 

 我々が共同研究を進めるに渡ってもっと

も頭を悩ませたのは、個々の「支援」が実

際に何を「支援」しえたのか、あるいはし

ようとしたのか、という問いであった。先

に述べた通り、当初我々は「児童保護」「就

学支援」「職業教育」という三つの「支援」

の内容を想定した。各グループでの論点の

推移や議論の展開は、各グループリーダー

による活動報告で示されているが、ここで

は「何を支援しえたか」という問いに応え

る形で最終的に示された枠組みについて、

簡単にまとめておこう。 

「児童保護」グループでは、子どもの命だ

けではなく、「家族」「家庭」の機能を守ろ

うとしているのか、あるいは子どもの将来

にどの程度の影響を及ぼし得たのか、など

さまざまなことが議論された。とりわけ重

要だったのは、子どもの「養育」の主体は

誰かという問いであり、この問いは個人的

な選択に留まるものではなく、近代以降、

社会の枠組みを規定する国家政策の重要な

問いとなっていた。一方でこの問いは「養

育／教育可能性」という枠組みで親と子ど

もを分断する、あるいは多様な子どもを分

類する流れも生み出した。そこにあったの

は親あるいは子どもの「生き残り」戦略で

あり、それを国家や社会、組織がどのよう

な形で「許すか」という、まさに「命」に

関わる問題であった。その意味で、児童保

護グループからは生存「支援」という枠組

みが出された。 

 「就学支援」グループもまた、枠組みを

めぐってさまざまな議論がなされた。途中、

「特別なニーズ」という言葉を組み込んで

研究会を開催した時期もあった。というの

も、対象としたのが障害者、エスニック・

マイノリティ、貧困児童などまさに「特別

なニーズ」を必要とする者たちだったから

である。しかしながらそこにもまた難しさ

を感じることとなった。「就学支援」グルー

プが検討したのは社会における彼らの位置

づけである。彼らは労働・商品経済市場へ

の参加（選抜）が見込めない、ないしその

可能性が低い者たちであった。労働市場や

土地所有から排除され、網元にもなれない

彼らになぜ就学を支援するのか、あるいは

就学を支援した結果、何が起こったのかの

解明が図られた。学校へのアクセスの問題

は、教育／学習機会が奪われるというだけ



ではなく、彼らの生き方の可能性を左右す

るものであった。そうしたことからこのグ

ループでは生活「支援」という枠組みが新

たに設定された。ここで特に大事にされた

のは教育と福祉を切り分けるのではなく、

その重なり合いや接近への着目である。こ

の点はすべてのグループで検討される課題

であるが、とりわけこのグループで重要な

課題として議論された。 

 枠組みの設定において、もっとも難しさ

を感じたのが「職業教育」グループであっ

た。「職業教育」が非常に幅の広い概念であ

ることは想定していたが、「多様である」こ

とを示すことに何の意義があるのか、もっ

と別の共通の枠組みを設定する必要がある

のではないかという疑問は最後まで残り続

けた。一般の子どもたちを対象にした「職

業教育」と、浮浪児や孤児などの家庭での

養育が困難な子どもたちに対する「職業教

育」は何が違うのか、労働市場から排除さ

れた障害者への「職業教育」はいったい何

を目的にしているのか、個々の研究から浮

かび上がった問いは、そのまますべて「職

業教育」の定義問題へと帰結した。最終的

には労働者像だけではなく扶養者や良妻賢

母など、社会が求めるそれぞれの役割像へ

とつながるものとして、「労働」に関わって

どう生きていくのかを問うた生計「支援」

という枠組みを設定した。 

 これらの枠組みが議論の結果出されたこ

とは一つの成果であるが、しかしこれが本

当に妥当な枠組みなのかを検討するという

課題がまだ残されている。さらにまた、岩

下論文で示された、本研究が含有している

教育社会史研究に対する新しい論点につい

ても検討する必要がある。この最終報告書

において議論を整理したうえで、これらの

課題を解決するために、「教育「支援」とそ

の「排除性」をめぐる比較史研究」の第二

段階の共同研究を続けていく予定である。 
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